
広島市規則第４７号

令和７年３月３１日

広島市下水道事業財務会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長 松 井 一 實

広島市下水道事業財務会計規則の一部を改正する規則

広島市下水道事業財務会計規則（昭和６０年広島市規則第７６号）の一

部を次のように改正する。

第８条を次のように改める。

第８条 削除

第４９条中「第１０２条から第１０４条まで」を「第１０３条、第１０

４条」に改める。

第４９条の２の表第１０２条の項を削る。

第５５条の２の表第２１条の項中

「
会計管理者 下水道局経営企画課長（以

下「経営企画課長」とい を削り、

う。）
」

同表第２２条の項を削り、同表第３０条の項中「経営企画課長」を「下水

道局経営企画課長（以下「経営企画課長」という。）」に改める。

第５７条第２項中「固定資産」を「有形固定資産又は無形固定資産」に

改める。



別表第３の表下水道局の項中

「
管理課長 庶務係長 を

」

「
管理課長 庶務・使用料係長 に改める。

」

附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。


